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損害評価特別事務費補助金（継続）

１．趣 旨

農業共済事業は、全国的な農家の相互扶助、長期的な収支の均衡などを前提とし

た仕組みとなっていることから、その損害評価に当たっては公正かつ適正に実施す

ることが必要である。他方、事業運営を円滑かつ効率的に実施する観点からは、損

害評価事務の簡素・合理化を進めることが重要となっている。

このため、農業共済団体等において実測による損害評価、評価眼の統一のための

実地研修等が確実に実施されるようこれらに要する経費について助成を行うことと

する。

２．事業内容

・農作物共済損害評価事務費

、 、農作物共済における損害評価の適正化を期するため 被害耕地等の実測調査

農作物実測器具の更新、簡易実測の導入に要する経費への助成を行う。

・果樹共済損害評価事務費

、 、果樹共済における損害評価の適正化を期するため 被害樹園地等の実測調査

損害評価研修モデル園地の設置及び組合等の職員に対する研修の実施、特定共

済損害評価基準モデル園地の設置等に要する経費への助成を行う。

・畑作物共済損害評価事務費

、 、畑作物共済における損害評価の適正化を期するため 被害耕地等の実測調査

収穫物が土中にあるばれいしょの簡易実測手法の導入に要する経費への助成を

行う。

・園芸施設共済損害評価事務費

園芸施設共済における損害評価の適正化を期するため、損害のあった棟の実

測調査、特定園芸施設についてのモデル被害施設の設置、評価技術者の養成等

に要する経費への助成を行う。

３．事業実施主体

農業共済組合連合会及び農業共済組合等

１０／１０４．補助率

９５ ４２９ 千円５．平成１８年度概算決定額 , (１１４,５７５)

農作物共済損害評価事務費 ４４ ６８４ 千円, (５１,１０７)

果樹共済損害評価事務費 ２１ ４３３ 千円, (２５,５１１)

畑作物共済損害評価事務費 １３ ４９２ 千円, (１６,２９１)

園芸施設共済損害評価事務費 １５ ８２０ 千円, (２１,６６６)

【 】経営局 保険監理官


